
議案第88号 

 

つくば市建築関係手数料条例の一部を改正する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

  令和３年６月３日 

 

                つくば市長 五 十 嵐 立 青 

 

 

   つくば市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

 つくば市建築関係手数料条例（平成11年つくば市条例第38号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１の13の項第１号アからエまで以外の部分中「掲げる基準」の次に「（以

下この項及び次項において「誘導基準」という。）」を加え、同号アからエまでを

次のように改める。 

ア 認定の対象が住宅の単位住戸（住宅の部分の一の住戸をいう。以下この項、

次項及び18の項から20の項までにおいて同じ。）である場合 (ｱ)又は(ｲ)に規

定する額 

(ｱ) 申請に係る単位住戸が１の場合にあっては、4,000円 

(ｲ) 申請に係る単位住戸が２以上の場合にあっては、当該単位住戸の床面積の

合計が300平方メートル未満のときは8,000円、300平方メートル以上2,000平

方メートル未満のときは17,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のときは37,000円、5,000平方メートル以上のときは67,000円 



イ 認定の対象が住宅である場合（認定の対象が２以上の単位住戸を有する住宅

の場合に限る。）申請に係る住宅の床面積（共用部分に係る数値を用いない方

法による場合にあっては、共用部分の床面積を除く。）の合計が300平方メート

ル未満のときは8,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは

17,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは37,000円、

5,000平方メートル以上のときは67,000円 

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合

計が300平方メートル未満のときは8,000円、300平方メートル以上1,000平方メ

ートル未満のときは14,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

のときは22,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは

67,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは106,000円、

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは133,000円、25,000

平方メートル以上のときは167,000円 

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係

る建築物の住宅の部分の床面積（共用部分に係る数値を用いない方法による場

合にあっては、共用部分の床面積を除く。）の合計に応じてイの規定により算

出した額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した

額を加算した額 

別表第１の13の項第２号アからエまでを次のように改める。 

ア 認定の対象が住宅の単位住戸である場合 (ｱ)又は(ｲ)に規定する額 

(ｱ) 申請に係る単位住戸が１の場合にあっては、当該単位住戸の床面積が200

平方メートル未満のときは28,000円、200平方メートル以上のときは32,000

円 

(ｲ) 申請に係る単位住戸が２以上の場合にあっては、当該単位住戸の床面積の

合計が300平方メートル未満のときは57,000円、300平方メートル以上2,000

平方メートル未満のときは96,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メー



トル未満のときは163,000円、5,000平方メートル以上のときは234,000円 

イ 認定の対象が住宅である場合（認定の対象が２以上の単位住戸を有する住宅

の場合に限る。） 申請に係る住宅の床面積（共用部分に係る数値を用いない

方法による場合にあっては、共用部分の床面積を除く。）の合計が300平方メー

トル未満のときは57,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のと

きは96,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは163,000

円、5,000平方メートル以上のときは234,000円 

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 (ｱ)又は(ｲ)に規定する額 

(ｱ) 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省令・国

土交通省令第１号。以下この項から20の項までにおいて「省令」という。）

第１条第１項第１号ただし書に定める方法又は同号イに定める基準（次項か

ら17の項まで及び20の項において「標準入力法・主要室入力法」という。）

による場合にあっては、当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満の

ときは189,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは

237,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000

円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円、5,000

平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円、10,000平方メ

ートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円、25,000平方メートル

以上のときは726,000円 

(ｲ) 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、

省令第１条第１項第１号ロに定める基準（次項から17の項まで及び20の項に

おいて「モデル建物法」という。）による場合にあっては、当該建築物の床

面積の合計が300平方メートル未満のときは72,000円、300平方メートル以上

1,000平方メートル未満のときは92,000円、1,000平方メートル以上2,000平方

メートル未満のときは121,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル



未満のときは196,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の

ときは257,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは

308,000円、25,000平方メートル以上のときは362,000円 

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係

る建築物の住宅の部分の床面積（共用部分に係る数値を用いない方法による場

合にあっては、共用部分の床面積を除く。）の合計に応じてイの規定により算

出した額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した

額を加算した額 

別表第１の14の項第１号アからエまでを次のように改める。 

ア 認定の対象が住宅の単位住戸である場合 (ｱ)又は(ｲ)に規定する額 

(ｱ) 申請に係る単位住戸が１の場合にあっては、2,000円 

(ｲ) 申請に係る単位住戸が２以上の場合にあっては、当該単位住戸の床面積の

合計が300平方メートル未満のときは4,000円、300平方メートル以上2,000平

方メートル未満のときは8,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル

未満のときは19,000円、5,000平方メートル以上のときは33,000円 

イ 認定の対象が住宅である場合（認定の対象が２以上の単位住戸を有する住宅

の場合に限る。） 申請に係る住宅の床面積（共用部分に係る数値を用いない

方法による場合にあっては、共用部分の床面積を除く。）の合計が300平方メー

トル未満のときは4,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のとき

は8,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは19,000円、

5,000平方メートル以上のときは33,000円 

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合

計が300平方メートル未満のときは4,000円、300平方メートル以上1,000平方メ

ートル未満のときは7,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の

ときは11,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは

33,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは53,000円、



10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは67,000円、25,000平

方メートル以上のときは83,000円 

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係

る建築物の住宅の部分の床面積（共用部分に係る数値を用いない方法による場

合にあっては、共用部分の床面積を除く。）の合計に応じてイの規定により算

出した額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した

額を加算した額 

別表第１の14の項第２号アからエまでを次のように改める。 

ア 認定の対象が住宅の単位住戸である場合 (ｱ)又は(ｲ)に規定する額 

(ｱ) 申請に係る単位住戸が１の場合にあっては、当該住宅の床面積が200平方メ

ートル未満のときは14,000円、200平方メートル以上のときは16,000円 

(ｲ) 申請に係る単位住戸が２以上の場合にあっては、当該単位住戸の床面積の

合計が300平方メートル未満のときは29,000円、300平方メートル以上2,000

平方メートル未満のときは48,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メー

トル未満のときは82,000円、5,000平方メートル以上のときは117,000円 

イ 認定の対象が住宅である場合（認定の対象が２以上の単位住戸を有する住宅

の場合に限る。） 申請に係る住宅の床面積（共用部分に係る数値を用いない

方法による場合にあっては、共用部分の床面積を除く。）の合計が300平方メー

トル未満のときは29,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のと

きは48,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは82,000

円、5,000平方メートル以上のときは117,000円 

ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 (ｱ)又は(ｲ)に規定する額 

(ｱ) 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、

省令第１条第１項第１号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力

法による場合にあっては、当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満

のときは95,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは



119,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000

円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円、5,000

平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円、10,000平方メ

ートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円、25,000平方メートル

以上のときは363,000円 

(ｲ) 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、

モデル建物法による場合にあっては、当該建築物の床面積の合計が300平方メ

ートル未満のときは36,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満

のときは46,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは

61,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円、

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円、10,000

平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円、25,000平方メ

ートル以上のときは181,000円 

エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係

る建築物の住宅の部分の床面積（共用部分に係る数値を用いない方法による場

合にあっては、共用部分の床面積を除く。）の合計に応じてイの規定により算

出した額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した

額を加算した額 

別表第１の15の項第１号ア中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平

成28年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下この項、18の項及び20の項におい

て「省令」という。）第１条第１項第１号イに定める基準（以下この項から17の項

までにおいて「標準入力法・主要室入力法」という。）」を「省令第１条第１項第

１号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法」に改め、「合計が」の

次に「1,000平方メートル未満のときは26,000円、1,000平方メートル以上」を加え、

同号イ中「省令第１条第１項第１号ロに定める基準（以下この項から17の項までに

おいて「モデル建物法」という。）」を「モデル建物法」に改め、「合計が」の次



に「1,000平方メートル未満のときは22,000円、1,000平方メートル以上」を加え、

同項第２号ア中「基準が、」の次に「省令第１条第１項第１号ただし書に定める方

法又は」を、「合計が」の次に「1,000平方メートル未満のときは237,000円、1,000

平方メートル以上」を加え、同号イ中「合計が」の次に「1,000平方メートル未満の

ときは92,000円、1,000平方メートル以上」を加え、同表16の項第１号ア中「基準が、」

の次に「省令第１条第１項第１号ただし書に定める方法又は」を、「合計が」の次

に「1,000平方メートル未満のときは13,000円、1,000平方メートル以上」を加え、

同号イ中「合計が」の次に「1,000平方メートル未満のときは11,000円、1,000平方

メートル以上」を加え、同項第２号ア中「基準が、」の次に「省令第１条第１項第

１号ただし書に定める方法又は」を、「合計が」の次に「1,000平方メートル未満の

ときは119,000円、1,000平方メートル以上」を加え、同号イ中「合計が」の次に「1,000

平方メートル未満のときは46,000円、1,000平方メートル以上」を加え、同表17の項

第１号ア中「基準が、」の次に「省令第１条第１項第１号ただし書に定める方法又

は」を、「合計が」の次に「1,000平方メートル未満のときは13,000円、1,000平方

メートル以上」を加え、同号イ中「合計が」の次に「1,000平方メートル未満のとき

は11,000円、1,000平方メートル以上」を加え、同項第２号ア中「基準が、」の次に

「省令第１条第１項第１号ただし書に定める方法又は」を、「合計が」の次に「1,000

平方メートル未満のときは119,000円、1,000平方メートル以上」を加え、同号イ中

「合計が」の次に「1,000平方メートル未満のときは46,000円、1,000平方メートル

以上」を加え、同表18の項第１号中「掲げる基準」の次に「（以下この項及び次項

において「誘導基準」という。）」を加え、同号ア中「（住宅部分の一の住戸をい

う。以下この項から20の項までにおいて同じ。）」を削り、同号ウ中「300平方メー

トル以上」の次に「1,000平方メートル未満のときは14,000円、1000平方メートル以

上」を加え、同項第２号ウ(ｱ)中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

第35条第１項第１号に規定する経済産業省令・国土交通省令で定める基準（以下こ

の項及び次項において「誘導基準」という。）」を「誘導基準」に、「第10条第１



号イ(1)」を「第10条第１号ただし書に定める方法又は同号イ(1)」に、「に定める

基準（以下この項及び」を「に定める基準（」に改め、「300平方メートル以上」の

次に「1,000平方メートル未満のときは237,000円、1,000平方メートル以上」を加え、

同号ウ(ｲ)中「以下この項及び」を削り、「300平方メートル以上」の次に「1,000

平方メートル未満のときは92,000円、1,000平方メートル以上」を加え、同表19の項

第１号ウ中「300平方メートル以上」の次に「1,000平方メートル未満のときは7,000

円、1,000平方メートル以上」を加え、同項第２号ウ(ｱ)中「基準が、」の次に「省

令第10条第１号ただし書に定める方法又は」を、「300平方メートル以上」の次に

「1,000平方メートル未満のときは119,000円、1,000平方メートル以上」を加え、同

号ウ(ｲ)中「300平方メートル以上」の次に「1,000平方メートル未満のときは46,000

円、1,000平方メートル以上」を加え、同表20の項第１号ウ中「300平方メートル以

上」の次に「1,000平方メートル未満のときは14,000円、1,000平方メートル以上」

を加え、同項第２号ア(ｲ)中「第１条第１項第２号イ(2)」を「第１条第１項第２号

イ(2)(ⅰ)」に改め、「（以下この項において「モデル住宅性能基準」という。）」

を削り、同号イ(ｱ)中「合計」の次に「（設計一次エネルギー消費量を省令第４条第

３項第２号の数値とした住宅にあっては、住宅のうち共用部分を除いた単位住戸の

総数の床面積の合計）」を加え、同号イ(ｲ)中「モデル住宅性能基準」を「省令第１

条第１項第２号イ(2)(ⅱ)及びロ(2)に定める基準」に改め、同号ウ(ｱ)中「第１条第

１項第１号イに定める基準」を「第１条第１項第１号ただし書に定める方法又は標

準入力法・主要室入力法」に改め、「300平方メートル以上」の次に「1,000平方メ

ートル未満のときは237,000円、1,000平方メートル以上」を加え、同号ウ(ｲ)中「省

令第１条第１項第１号ロに定める基準」を「モデル建物法」に改め、「300平方メー

トル以上」の次に「1,000平方メートル未満のときは92,000円、1,000平方メートル

以上」を加える。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



（提案理由） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和３

年４月１日に施行されたことに伴い、適切な申請手数料を徴収するため、この条例

案を提出するものである。 

 



1/61 

つくば市建築関係手数料条例（平成11年つくば市条例第38号）新旧対照表 

改正後 改正前 

本則・附則 （略） 本則・附則 （略） 

別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 

項 事務 名称 金額 

(略)（略） （略） （略） 

13 都市の低炭素化の促進に

関する法律（平成24年法律

第84号）第53条第１項の規

定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請

に対する審査 

低炭素建築物新築等計画

認定申請手数料 

(1) 都市の低炭素化の促

進に関する法律第54条

第１項第１号に掲げる

基準（以下この項及び次

項において「誘導基準」

という。）に適合してい

ることを証する書面（認

定の対象が住宅以外の

部分を有する場合にあ

っては登録住宅性能評

価機関（建築基準法第 

77条の21第１項に規定

する指定確認検査機関

の業務を実施している

ものに限る。）又は登録

建築物エネルギー消費

性能判定機関（建築物の

エネルギー消費性能の

向上に関する法律（平成 

27年法律第53号）第15

項 事務 名称 金額 

(略)（略） （略） （略） 

13 都市の低炭素化の促進に

関する法律（平成24年法律

第84号）第53条第１項の規

定に基づく低炭素建築物

新築等計画の認定の申請

に対する審査 

低炭素建築物新築等計画

認定申請手数料 

(1) 都市の低炭素化の促

進に関する法律第54条

第１項第１号に掲げる

基準        

          

    に適合してい

ることを証する書面（認

定の対象が住宅以外の

部分を有する場合にあ

っては登録住宅性能評

価機関（建築基準法第 

77条の21第１項に規定

する指定確認検査機関

の業務を実施している

ものに限る。）又は登録

建築物エネルギー消費

性能判定機関（建築物の

エネルギー消費性能の

向上に関する法律（平成

27年法律第53号）第15

議案第88号資料 



2/61 

条第１項に規定する登

録建築物エネルギー消

費性能判定機関をいう。

以下同じ。）が交付した

ものに限り、認定の対象

が住宅の部分を有する

場合にあっては登録建

築物エネルギー消費性

能判定機関（建築基準法

第77条の21第１項に規

定する指定確認検査機

関の業務を実施してい

るものに限る。）又は登

録住宅性能評価機関が

交付したものに限る。こ

の項及び次項において

「適合証」という。）が

ある場合（建築基準関係

規定適合審査を受ける

よう申し出る場合を除

く。）にあっては、次の

アからエまでに掲げる

区分に応じ、当該アから

エまでに定める額 

ア 認定の対象が住宅

の単位住戸（住宅の

部分の一の住戸をい

う。以下この項、次

条第１項に規定する登

録建築物エネルギー消

費性能判定機関をいう。

以下同じ。）が交付した

ものに限り、認定の対象

が住宅の部分を有する

場合にあっては登録建

築物エネルギー消費性

能判定機関（建築基準法

第77条の21第１項に規

定する指定確認検査機

関の業務を実施してい

るものに限る。）又は登

録住宅性能評価機関が

交付したものに限る。こ

の項及び次項において

「適合証」という。）が

ある場合（建築基準関係

規定適合審査を受ける

よう申し出る場合を除

く。）にあっては、次の

アからエまでに掲げる

区分に応じ、当該アから

エまでに定める額 

ア 認定の対象が住宅

である場合（認定の

対象となる建築物が

２以上の住戸を有す
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項及び18の項から20

の項までにおいて同

じ。）である場合 

(ｱ)又は(ｲ)に規定す

る額 

(ｱ) 申請に係る単位

住戸が１の場合に

あっては、4,000円 

(ｲ) 申請に係る単位

住戸が２以上の場

合にあっては、当該

単位住戸の床面積

の合計が300平方メ

ートル未満のとき

は8,000円、300平方

メートル以上2,000

平方メートル未満

のときは17,000円、

2,000平方メートル

以上5,000平方メー

トル未満のときは  

37,000円、5,000平

方メートル以上の

ときは67,000円 

イ 認定の対象が住宅

である場合（認定の

対象が２以上の単位

住戸を有する住宅の

る建築物全体の場合

を除く。） 申請に

係る住宅の戸数の合

計が１のときは１件

につき4,000円、２以

上５以下のときは１

件につき9,000円、５

を超え10以下のとき

は１件につき15,000

円、10を超え25以下

のときは１件につき

26,000円、25を超え 

50以下のときは１件

につき43,000円、50

を超え100以下のとき

は１件につき77,000

円、100を超え200以下

のときは１件につき  

122,000円、200を超え

300以下のときは１件

につき154,000円、１

件につき300を超える

ときは166,000円 

 

イ 認定の対象が建築

物全体（認定の対象

となる建築物が２以

上の住戸を有するも
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場合に限る。）申請

に係る住宅の床面積

（共用部分に係る数

値を用いない方法に

よる場合にあって

は、共用部分の床面

積を除く。）の合計

が300平方メートル

未満のときは8,000

円、300平方メートル

以上2,000平方メー

トル未満のときは

17,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは37,000円、5,000

平方メートル以上の

ときは67,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のであって、住宅以

外の部分を有しない

ものに限る。）であ

る場合 １件につき

(ｱ)に規定する額に

(ｲ)に規定する額を

加算した額（都市の

低炭素化の促進に関

する法律第54条第１

項第１号に掲げる基

準に適合しているか

どうかの設計一次エ

ネルギー消費量の算

定を、建築物に係る

エネルギーの使用の

合理化の一層の促進

その他の建築物の低

炭素化の促進のため

に誘導すべき基準

（平成24年経済産業

省・国土交通省・環

境省告示第119号。以

下この項及び次項に

おいて「告示」とい

う。）Ⅰ第２の２の

２―２(2)ロの式に

より行った住宅にあ

っては、(ｱ)に規定す
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る額） 

(ｱ) 申請に係る建築

物に含まれる住戸

の合計が５以下の

ときは9,000円、５

を超え10以下のと

きは15,000円、10

を超え25以下のと

きは26,000円、25

を超え50以下のと

きは43,000円、50

を超え100以下の

ときは77,000円、 

100を超え200以下

のときは122,000

円、200を超え300

以 下 の と き は  

154,000円、300を超

えるときは166,000

円 

(ｲ) 申請に係る建築

物の共用部分の床

面積の合計が300

平方メートル以内

のときは9,000円、

300平方メートル

を超え2,000平方

メートル以内のと
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ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 申請に係る建

築物の床面積の合計

が300平方メートル

未満のときは8,000

円、300平方メートル

以上1,000平方メー

トル未満のときは

14,000円、1,000平方

メートル以上2,000平

方メートル未満のと

きは 26,000円、

2,000平方メートル

を超え5,000平方メ

ートル以内のとき

は76,000円、5,000

平方メートルを超

え10,000平方メー

トル以内のときは  

121,000円、10,000

平方メートルを超

え25,000平方メー

トル以内のときは  

154,000円、25,000

平方メートルを超

えるときは193,000

円 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 １件につき当

該建築物の床面積の

合計が300平方メー

トル以内のときは

9,000円、300平方メー

トルを超え2,000平方

メートル以内のとき

は26,000円、2,000平

方メートルを超え 

5,000平方メートル以
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きは22,000円、2,000

平方メートル以上 

5,000平方メートル未

満のときは67,000円、

5,000平方メートル以

上10,000平方メート

ル 未 満 の と き は 

106,000円、10,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

25,000平方メートル

未満のときは133,000

円、25,000平方メート

ル 以 上 の と き は 

167,000円     

エ 認定の対象が住宅

及び住宅以外の部分

を有する建築物であ

る場合 申請に係る

建築物の住宅の部分

の床面積（共用部分に

係る数値を用いない

方法による場合にあ

っては、共用部分の床

面積を除く。）の合計

に応じてイの規定に

より算出した額に、住

宅以外の部分の床面

積の合計に応じてウ

内のときは76,000円、

5,000平方メートルを

超え10,000平方メー

トル以内のときは 

121,000円、10,000平

方メートルを超え 

25,000平方メートル

以内のときは154,000

円、25,000平方メート

ルを超えるときは 

193,000円 

 

 

 

エ 認定の対象が住宅

（当該建築物におけ

る住戸の総数が２以

上のものに限る。）及

び住宅以外の部分を

有する建築物全体で

ある場合 １件につ

き当該建築物の住戸

の総数及び当該建築

物の共用部分の床面

積の合計に応じてイ

の規定により算出し

た額に、住宅以外の部

分の床面積の合計に
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の規定により算出し

た額を加算した額 

 

(2) 適合証がない場合（建

築基準関係規定適合審

査を受けるよう申し出

る場合を除く。）にあっ

ては、次のアからエまで

に掲げる区分に応じ、当

該アからエまでに定め

る額 

ア 認定の対象が住宅

の単位住戸である場

合 (ｱ)又は(ｲ)に規

定する額 

(ｱ) 申請に係る単位

住戸が１の場合に

あっては、当該単位

住戸の床面積が200

平方メートル未満

のときは28,000円、

200平方メートル以

上のときは32,000

円 

(ｲ) 申請に係る単位

住戸が２以上の場

合にあっては、当該

単位住戸の床面積

応じてウの規定によ

り算出した額を加算

した額 

(2) 適合証がない場合（建

築基準関係規定適合審

査を受けるよう申し出

る場合を除く。）にあっ

ては、次のアからエまで

に掲げる区分に応じ、当

該アからエまでに定め

る額 

ア 認定の対象が住宅

である場合（認定の

対象となる建築物が

２以上の住戸を有す

る建築物全体の場合

を除く。） 申請に

係る住宅の戸数の合

計が１のときは１件

につき33,000円、２

以上５以下のときは

１件につき66,000

円、５を超え10以下

のときは１件につき

93,000円、10を超え 

25以下のときは１件

につき131,000円、25

を超え50以下のとき
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の合計が300平方メ

ートル未満のとき

は57,000円、300平

方メートル以上

2,000平方メートル

未 満 の と き は

96,000円、2,000平

方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は

163,000円、5,000

平方メートル以上

のときは234,000円 

イ 認定の対象が住宅

である場合（認定の

対象が２以上の単位

住戸を有する住宅の

場合に限る。） 申

請に係る住宅の床面

積（共用部分に係る

数値を用いない方法

による場合にあって

は、共用部分の床面

積を除く。）の合計

が300平方メートル

未満のときは57,000

円、300平方メートル

以上2,000平方メー

は１件につき188,000

円、50を超え100以下

のときは１件につき  

270,000円、100を超え

200以下のときは１件

につき365,000円、 

200を超え300以下の

ときは１件につき47

9,000円、300を超える

ときは１件につき 

563,000円 

 

 

イ 認定の対象が建築

物全体（認定の対象

となる建築物が２以

上の住戸を有するも

のであって、住宅以

外の部分を有しない

ものに限る。）であ

る場合 １件につき

(ｱ)に規定する額に

(ｲ)に規定する額を

加算した額（都市の

低炭素化の促進に関

する法律第54条第１

項第１号に掲げる基

準に適合しているか
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トル未満のときは

96,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは 163,000円、 

5,000平方メートル以

上のときは234,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうかの設計一次エ

ネルギー消費量の算

定を、告示Ⅰ第２の

２の２―２(2)ロの

式により行った住宅

にあっては、(ｱ)に規

定する額） 

(ｱ) 申請に係る建築

物に含まれる住戸

の合計が５以下の

ときは66,000円、

５を超え10以下の

ときは93,000円、 

10を超え25以下の

ときは131,000円、 

25を超え50以下の

ときは188,000円、 

50を超え100以下の

ときは270,000円、 

100を超え200以下

のときは365,000

円、200を超え300

以 下 の と き は 

479,000円、300を超

えるときは563,000

円 

(ｲ) 申請に係る建築

物の共用部分の床
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ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 (ｱ)又は(ｲ)に

規定する額 

(ｱ) 申請に係る建築

物について、誘導基

面積の合計が300

平方メートル以内

のときは105,000

円、300平方メート

ルを超え2,000平

方メートル以内の

ときは173,000円、

2,000平方メート

ルを超え5,000平

方メートル以内の

ときは269,000円、

5,000平方メート

ルを超え10,000平

方メートル以内の

ときは344,000円、

10,000平方メート

ルを超え25,000平

方メートル以内の

ときは413,000円、

25,000平方メート

ルを超えるときは

481,000円 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 １件につき当

該建築物の床面積の

合計が300平方メー

トル以内のときは
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準に適合している

かどうかの基準が、

建築物エネルギー

消費性能基準等を

定める省令（平成28

年経済産業省令・国

土交通省令第１号。

以下この項から20

の項までにおいて

「省令」という。）

第１条第１項第１

号ただし書に定め

る方法又は同号イ

に定める基準（次項

から17の項まで及

び20の項において

「標準入力法・主要

室入力法」という。）

による場合にあっ

ては、当該建築物の

床面積の合計が300

平方メートル未満

のときは189,000

円、300平方メート

ル以上1,000平方メ

ートル未満のとき

は237,000円、1,000

平方メートル以上

231,000円、300平方メ

ートルを超え2,000平

方メートル以内のと

きは 368,000円、 

2,000平方メートルを

超え5,000平方メート

ル 以 内 の と き は 

524,000円、5,000平方

メ ー ト ル を 超 え 

10,000平方メートル

以内のときは642,000

円、10,000平方メート

ルを超え25,000平方

メートル以内のとき

は758,000円、25,000

平方メートルを超え

るときは865,000円 
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2,000平方メートル

未 満 の と き は

306,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

437,000円、5,000

平方メートル以上

10,000平方メート

ル未満のときは

538,000円、10,000

平方メートル以上

25,000平方メート

ル未満のときは

636,000円、25,000

平方メートル以上

のときは726,000円 

(ｲ) 申請に係る建築

物について、誘導基

準に適合している

かどうかの基準が、

省令第１条第１項

第１号ロに定める

基準（次項から17

の項まで及び20の

項において「モデル

建物法」という。）

による場合にあっ
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ては、当該建築物の

床面積の合計が300

平 方 メ ー ト ル

未 満 の と き は 

72,000円、300平方

メートル以上1,000

平方メートル未満

のときは92,000円、

1,000平方メートル

以上2,000平方メー

トル未満のときは  

121,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

196,000円、5,000

平方メートル以上  

10,000平方メート

ル未満のときは 

257,000円、10,000

平方メートル以上  

25,000平方メート

ル未満のときは 

308,000円、25,000

平方メートル以上

のときは362,000円 

エ 認定の対象が住宅

及び住宅以外の部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 認定の対象が住宅

（当該建築物におけ
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を有する建築物であ

る場合 申請に係る

建築物の住宅の部分

の床面積（共用部分

に係る数値を用いな

い方法による場合に

あっては、共用部分

の床面積を除く。）

の合計に応じてイの

規定により算出した

額に、住宅以外の部

分の床面積の合計に

応じてウの規定によ

り算出した額を加算

した額 

(3) （略） 

14 都市の低炭素化の促進に

関する法律第55条第１項

の規定に基づく低炭素建

築物新築等計画の変更の

認定の申請に対する審査 

低炭素建築物新築等計画

変更認定申請手数料 

(1） 適合証がある場合（建

築基準関係規定適合審

査を受けるよう申し出

る場合を除く。）にあっ

ては、次のアからエまで

に掲げる区分に応じ、当

該アからエまでに定め

る額 

ア 認定の対象が住宅

の単位住戸である場

合 (ｱ)又は(ｲ)に規

定する額 

る住戸の総数が２以

上のものに限る。）

及び住宅以外の部分

を有する建築物全体

である場合 １件に

つき当該建築物の住

戸の総数及び当該建

築物の共用部分の床

面積の合計に応じて

イの規定により算出

した額に、住宅以外

の部分の床面積の合

計に応じてウの規定

により算出した額を

加算した額 

(3) （略） 

14 都市の低炭素化の促進に

関する法律第55条第１項

の規定に基づく低炭素建

築物新築等計画の変更の

認定の申請に対する審査 

低炭素建築物新築等計画

変更認定申請手数料 

(1) 適合証がある場合（建

築基準関係規定適合審

査を受けるよう申し出

る場合を除く。）にあっ

ては、次のアからエまで

に掲げる区分に応じ、当

該アからエまでに定め

る額 

ア 認定の対象が住宅

である場合（認定の

対象となる建築物が

２以上の住戸を有す
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(ｱ) 申請に係る単位

住戸が１の場合に

あっては、2,000円 

(ｲ) 申請に係る単位

住戸が２以上の場

合にあっては、当該

単位住戸の床面積

の合計が300平方メ

ートル未満のとき

は4,000円、300平方

メートル以上2,000

平方メートル未満

のときは8,000円、

2,000平方メートル

以上5,000平方メー

トル未満のときは  

19,000円、5,000平

方メートル以上の

ときは33,000円 

 

 

 

 

イ 認定の対象が住宅

である場合（認定の

対象が２以上の単位

住戸を有する住宅の

場合に限る。） 申

る建築物全体の場合

を除く。） 申請に

係る住宅の戸数の合

計が１のときは１件

につき2,000円、２以

上５以下のときは１

件につき4,000円、５

を超え10以下のとき

は１件につき8,000

円、10を超え25以下

のときは１件につき

13,000円、25を超え 

50以下のときは１件

につき21,000円、50

を超え100以下のとき

は１件につき38,000

円、100を超え200以下

のときは１件につき  

61,000円、200を超え 

300以下のときは１件

につき77,000円、300

を超えるときは１件

につき83,000円 

イ 認定の対象が建築

物全体（認定の対象

となる建築物が２以

上の住戸を有するも

のであって、住宅以
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請に係る住宅の床面

積（共用部分に係る

数値を用いない方法

による場合にあって

は、共用部分の床面

積を除く。）の合計

が300平方メートル

未満のときは4,000

円、300平方メートル

以上2,000平方メー

トル未満のときは

8,000円、2,000平方メ

ートル以上5,000平方

メートル未満のとき

は19,000円、5,000平

方メートル以上のと

きは33,000円   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

外の部分を有しない

ものに限る。）であ

る場合 １件につき

(ｱ)に規定する額に

(ｲ)に規定する額を

加算した額（都市の

低炭素化の促進に関

する法律第54条第１

項第１号に掲げる基

準に適合しているか

どうかの設計一次エ

ネルギー消費量の算

定を、告示Ⅰ第２の

２の２―２(2)ロの

式により行った住宅

にあっては、(ｱ)に規

定する額） 

(ｱ) 申請に係る建築

物に含まれる住戸

の合計が５以下の

ときは4,000円、５

を超え10以下のと

きは8,000円、10を

超え25以下のとき

は13,000円、25を

超え50以下のとき

は21,000円、50を

超え100以下のと
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きは38,000円、100

を超え200以下の

ときは61,000円、 

200を超え300以下

のときは77,000円、

300を超えるときは

83,000円 

(ｲ) 申請に係る建築

物の共用部分の床

面積の合計が300

平方メートル以内

のときは4,000円、

300平方メートル

を超え2,000平方

メートル以内のと

きは 13,000円、

2,000平方メートル

を超え5,000平方メ

ートル以内のとき

は38,000円、5,000

平方メートルを超

え10,000平方メー

トル以内のときは  

60,000円、10,000

平方メートルを超

え25,000平方メー

トル以内のときは  

77,000円、25,000
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ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 申請に係る建

築物の床面積の合計

が300平方メートル

未満のときは4,000

円、300平方メートル

以上1,000平方メー

トル未満のときは

7,000円、1,000平方メ

ートル以上2,000平方

メートル未満のとき

は11,000円、2,000平

方メートル以上5,000

平方メートル未満の

ときは33,000円、 

5,000平方メートル以

上10,000平方メート

ル 未 満 の と き は 

53,000円、10,000平方

メートル以上25,000

平方メートル未満の

ときは67,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは83,000

平方メートルを超

えるときは96,000

円 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 １件につき当

該建築物の床面積の

合計が300平方メー

トル以内のときは

4,000円、300平方メー

トルを超え2,000平方

メートル以内のとき

は13,000円、2,000平

方メートルを超え 

5,000平方メートル以

内のときは38,000円、

5,000平方メートルを

超え10,000平方メー

トル以内のときは 

60,000円、10,000平方

メ ー ト ル を 超 え 

25,000平方メートル

以内のときは77,000

円、25,000平方メート

ルを超えるときは 

96,000円     

         

         



20/61 

円 

エ 認定の対象が住宅

及び住宅以外の部分

を有する建築物であ

る場合 申請に係る

建築物の住宅の部分

の床面積（共用部分

に係る数値を用いな

い方法による場合に

あっては、共用部分

の床面積を除く。）

の合計に応じてイの

規定により算出した

額に、住宅以外の部

分の床面積の合計に

応じてウの規定によ

り算出した額を加算

した額 

(2） 適合証がない場合（建

築基準関係規定適合審

査を受けるよう申し出

る場合を除く。）にあっ

ては、次のアからエまで

に掲げる区分に応じ、当

該アからエまでに定め

る額 

ア 認定の対象が住宅

の単位住戸である場

  

エ 認定の対象が住宅

（当該建築物におけ

る住戸の総数が２以

上のものに限る。）

及び住宅以外の部分

を有する建築物全体

である場合 １件に

つき当該建築物の住

戸の総数及び当該建

築物の共用部分の床

面積の合計に応じて

イの規定により算出

した額に、住宅以外

の部分の床面積の合

計に応じてウの規定

により算出した額を

加算した額 

(2) 適合証がない場合（建

築基準関係規定適合審

査を受けるよう申し出

る場合を除く。）にあっ

ては、次のアからエまで

に掲げる区分に応じ、当

該アからエまでに定め

る額 

ア 認定の対象が住宅

である場合（認定の
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合 (ｱ)又は(ｲ)に規

定する額 

(ｱ) 申請に係る単位

住戸が１の場合に

あっては、当該住宅

の床面積が200平方

メートル未満のと

きは14,000円、200

平方メートル以上

のときは16,000円 

(ｲ) 申請に係る単位

住戸が２以上の場

合にあっては、当該

単位住戸の床面積

の合計が300平方メ

ートル未満のとき

は29,000円、300平

方メートル以上

2,000平方メートル

未 満 の と き は

48,000円、2,000平

方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は

82,000円、5,000平

方メートル以上の

ときは117,000円  

イ 認定の対象が住宅

対象となる建築物が

２以上の住戸を有す

る建築物全体の場合

を除く。） 申請に

係る住宅の戸数の合

計が１のときは１件

につき16,000円、２

以上５以下のときは

１件につき33,000

円、５を超え10以下

のときは１件につき

47,000円、10を超え 

25以下のときは１件

につき65,000円、25

を超え50以下のとき

は１件につき94,000

円、50を超え100以下

のときは１件につき  

135,000円、100を超え

200以下のときは１件

につき183,000円、 

200を超え300以下の

ときは１件につき 

240,000円、300を超え

るときは１件につき  

282,000円 

 

イ 認定の対象が建築
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である場合（認定の

対象が２以上の単位

住戸を有する住宅の

場合に限る。） 申

請に係る住宅の床面

積（共用部分に係る

数値を用いない方法

による場合にあって

は、共用部分の床面

積を除く。）の合計

が300平方メートル

未満のときは29,000

円、300平方メートル

以上2,000平方メー

トル未満のときは

48,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは82,000円、5,000

平方メートル以上の

ときは117,000円 

 

 

 

 

 

 

 

物全体（認定の対象

となる建築物が２以

上の住戸を有するも

のであって、住宅以

外の部分を有しない

ものに限る。）であ

る場合 １件につき

(ｱ)に規定する額に

(ｲ)に規定する額を

加算した額（都市の

低炭素化の促進に関

する法律第54条第１

項第１号に掲げる基

準に適合しているか

どうかの設計一次エ

ネルギー消費量の算

定を、告示Ⅰ第２の

２の２―２（2)ロの

式により行った住宅

にあっては、(ｱ)に規

定する額） 

(ｱ) 申請に係る建築

物に含まれる住戸

の合計が５以下の

ときは33,000円、

５を超え10以下の

ときは47,000円、 

10を超え25以下の
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ときは65,000円、  

25を超え50以下の

ときは94,000円、  

50を超え100以下の

ときは135,000円、 

100を超え200以下

のときは183,000

円、200を超え300

以 下 の と き は 

240,000円、300を超

えるときは282,000

円 

(ｲ) 申請に係る建築

物の共用部分の床

面積の合計が300

平方メートル以内

のときは52,000

円、300平方メート

ルを超え2,000平

方メートル以内の

ときは86,000円、

2,000平方メート

ルを超え5,000平

方メートル以内の

ときは134,000円、

5,000平方メート

ルを超え10,000平

方メートル以内の
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ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 (ｱ)又は(ｲ)に

規定する額 

(ｱ) 申請に係る建築

物について、誘導基

準に適合している

かどうかの基準が、

省令第１条第１項

第１号ただし書に

定める方法又は標

準入力法・主要室入

力法による場合に

あっては、当該建築

物の床面積の合計

が300平方メートル

未 満 の と き は

95,000円、300平方

メートル以上1,000

平方メートル未満

ときは172,000円、

10,000平方メート

ルを超え25,000平

方メートル以内の

ときは206,000円、

25,000平方メート

ルを超えるときは

240,000円 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 １件につき当

該建築物の床面積の

合計が300平方メー

トル以内のときは

115,000円、300平方メ

ートルを超え2,000平

方メートル以内のと

きは 184,000円、 

2,000平方メートルを

超え5,000平方メート

ル 以 内 の と き は 

262,000円、5,000平方

メ ー ト ル を 超 え 

10,000平方メートル

以内のときは321,000

円、10,000平方メート

ルを超え25,000平方

メートル以内のとき
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のときは119,000

円、1,000平方メー

トル以上2,000平方

メートル未満のと

きは153,000 円、

2,000平方メートル

以上5,000平方メー

トル未満のときは  

218,000円、5,000

平方メートル以上  

10,000平方メート

ル未満のときは

269,000円、10,000

平方メートル以上  

25,000平方メート

ル未満のときは

318,000円、25,000

平方メートル以上

のときは363,000円 

(ｲ) 申請に係る建築

物について、誘導基

準に適合している

かどうかの基準が、

モデル建物法によ

る場合にあっては、

当該建築物の床面

積の合計が300平方

メートル未満のと

は379,000円、25,000

平方メートルを超え

るときは433,000円 
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きは36,000円、300

平方メートル以上  

1,000平方メートル

未 満 の と き は

46,000円、1,000平

方メートル以上

2,000平方メートル

未 満 の と き は

61,000円、2,000平

方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

98,000円、5,000平

方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

128,000円、10,000

平方メートル以上  

25,000平方メート

ル未満のときは 

154,000円、25,000

平方メートル以上

のときは181,000円 

エ 認定の対象が住宅

及び住宅以外の部分

を有する建築物であ

る場合 申請に係る

建築物の住宅の部分

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 認定の対象が住宅

（当該建築物におけ

る住戸の総数が２以

上のものに限る。）

及び住宅以外の部分
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の床面積（共用部分

に係る数値を用いな

い方法による場合に

あっては、共用部分

の床面積を除く。）

の合計に応じてイの

規定により算出した

額に、住宅以外の部

分の床面積の合計に

応じてウの規定によ

り算出した額を加算

した額 

(3) （略） 

15 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第12条第１項又は第13条

第２項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能

確保計画の建築物エネル

ギー消費性能適合性判定 

建築物エネルギー消費性

能確保計画の建築物エネ

ルギー消費性能適合性判

定手数料 

(1) 判定の対象となる建

築物（建築物エネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第11条第１項に

規定する非住宅部分に

限る。以下この項から 

17の項までにおいて同

じ。）の用途が工場、危

険物の貯蔵若しくは処

理に供するもの、水産物

の増殖場若しくは養殖

場、倉庫、卸売市場又は

火葬場若しくはと畜場、

汚物処理場、ごみ焼却場

その他の処理施設（以下

を有する建築物全体

である場合 １件に

つき当該建築物の住

戸の総数及び当該建

築物の共用部分の床

面積の合計に応じて

イの規定により算出

した額に、住宅以外

の部分の床面積の合

計に応じてウの規定

により算出した額を

加算した額 

(3) （略） 

15 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第12条第１項又は第13条

第２項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能

確保計画の建築物エネル

ギー消費性能適合性判定 

建築物エネルギー消費性

能確保計画の建築物エネ

ルギー消費性能適合性判

定手数料 

(1) 判定の対象となる建

築物（建築物エネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第11条第１項に

規定する非住宅部分に

限る。以下この項から 

17の項までにおいて同

じ。）の用途が工場、危

険物の貯蔵若しくは処

理に供するもの、水産物

の増殖場若しくは養殖

場、倉庫、卸売市場又は

火葬場若しくはと畜場、

汚物処理場、ごみ焼却場

その他の処理施設（以下
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この項から17の項まで

において「工場等」とい

う。）である場合 ア又

はイに定める額 

ア 判定に係る建築物

について、建築物の

エネルギー消費性能

の向上に関する法律

第２条第３号に規定

する建築物エネルギ

ー消費性能基準（以

下この項から17の項

まで及び20の項にお

いて「建築物エネル

ギー消費性能基準」

という。）に適合し

ているかどうかの基

準が、省令第１条第

１項第１号ただし書

に定める方法又は標

準入力法・主要室入

力法       

         

         

         

         

         

         

この項から17の項まで

において「工場等」とい

う。）である場合 ア又

はイに定める額 

ア 判定に係る建築物

について、建築物の

エネルギー消費性能

の向上に関する法律

第２条第３号に規定

する建築物エネルギ

ー消費性能基準（以

下この項から17の項

まで及び20の項にお

いて「建築物エネル

ギー消費性能基準」

という。）に適合し

ているかどうかの基

準が、建築物エネル

ギー消費性能基準等

を定める省令（平成

28年経済産業省令・

国土交通省令第１

号。以下この項、18

の項及び20の項にお

いて「省令」という。）

第１条第１項第１号

イに定める基準（以

下この項から17の項
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       によ

る場合 当該建築物

の床面積の合計が

1,000平方メートル未

満のときは26,000円、

1,000平方メートル以

上2,000平方メートル

未満のときは36,000

円、2,000平方メート

ル以上5,000平方メー

トル未満のときは 

85,000円、5,000平方

メートル以上10,000

平方メートル未満の

ときは125,000円、 

10,000平方メートル

以上25,000平方メー

トル未満のときは 

155,000円、25,000平

方メートル以上のと

きは191,000円 

イ 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

までにおいて「標準

入力法・主要室入力

法」という。）によ

る場合 当該建築物

の床面積の合計が

         

         

         

 2,000平方メートル

未満のときは36,000

円、2,000平方メート

ル以上5,000平方メー

トル未満のときは 

85,000円、5,000平方

メートル以上10,000

平方メートル未満の

ときは125,000円、 

10,000平方メートル

以上25,000平方メー

トル未満のときは 

155,000円、25,000平

方メートル以上のと

きは191,000円 

イ 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、省
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デル建物法    

         

         

         

         

    による場合

 当該建築物の床面

積の合計が1,000平

方メートル未満のと

きは22,000円、1,000

平方メートル以上

2,000平方メートル

未満のときは31,000

円、2,000平方メート

ル以上5,000平方メ

ートル未満のときは

79,000円、5,000平方

メートル以上10,000

平方メートル未満の

ときは119,000円、

10,000平方メートル

以上25,000平方メー

トル未満のときは 

148,000円、25,000平

方メートル以上のと

きは184,000円 

(2) 判定の対象となる建

築物の用途が工場等以

令第１条第１項第１

号ロに定める基準

（以下この項から17

の項までにおいて

「モデル建物法」と

いう。）による場合

 当該建築物の床面

積の合計が    

         

         

         

2,000平方メートル

未満のときは31,000

円、2,000平方メート

ル以上5,000平方メ

ートル未満のときは

79,000円、5,000平方

メートル以上10,000

平方メートル未満の

ときは119,000円、

10,000平方メートル

以上25,000平方メー

トル未満のときは 

148,000円、25,000平

方メートル以上のと

きは184,000円 

(2) 判定の対象となる建

築物の用途が工場等以
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外である場合 ア又は

イに定める額 

ア 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、省

令第１条第１項第１

号ただし書に定める

方法又は標準入力

法・主要室入力法に

よる場合 当該建築

物の床面積の合計が

1,000平方メートル

未 満 の と き は

237,000円、1,000平方

メートル以上2,000平

方メートル未満のと

きは 306,000円、 

2,000平方メートル以

上5,000平方メートル

未満のときは437,000

円、5,000平方メート

ル以上10,000平方メ

ートル未満のときは 

538,000円、10,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

25,000平方メートル

外である場合 ア又は

イに定める額 

ア 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、 

         

         

    標準入力

法・主要室入力法に

よる場合 当該建築

物の床面積の合計が

         

         

         

     2,000平

方メートル未満のと

きは 306,000円、

2,000平方メートル以

上5,000平方メートル

未満のときは437,000

円、5,000平方メート

ル以上10,000平方メ

ートル未満のときは 

538,000円、10,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

25,000平方メートル
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未満のときは636,000

円、25,000平方メート

ル 以 上 の と き は 

726,000円 

イ 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

デル建物法による場

合 当該建築物の床

面積の合計が1,000

平方メートル未満の

ときは92,000円、

1,000平方メートル以

上2,000平方メートル

未 満 の と き は 

121,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは 196,000円、 

5,000平方メートル以

上10,000平方メート

ル 未 満 の と き は 

257,000円、10,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

25,000平方メートル

未満のときは308,000

未満のときは636,000

円、25,000平方メート

ル 以 上 の と き は 

726,000円 

イ 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

デル建物法による場

合 当該建築物の床

面積の合計が   

         

         

         

 2,000平方メートル

未 満 の と き は

121,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは 196,000円、 

5,000平方メートル以

上10,000平方メート

ル 未 満 の と き は 

257,000円、10,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

25,000平方メートル

未満のときは308,000
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円、25,000平方メート

ル 以 上 の と き は 

362,000円 

16 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第12条第２項又は第13条

第３項の規定に基づく変

更後の建築物エネルギー

消費性能確保計画の建築

物エネルギー消費性能適

合性判定 

建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更建築物

エネルギー消費性能適合

性判定手数料 

(1) 判定の対象となる建

築物の用途が工場等で

ある場合 ア又はイに

定める額 

ア 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、省

令第１条第１項第１

号ただし書に定める

方法又は標準入力

法・主要室入力法に

よる場合 当該建築

物の床面積の合計が

1,000平方メートル

未満のときは13,000

円、1,000平方メート

ル以上2,000平方メ

ートル未満のときは

18,000円、2,000平方

メートル以上5,000

平方メートル未満の

ときは42,000円、

5,000平方メートル以

円、25,000平方メート

ル 以 上 の と き は 

362,000円 

16 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第12条第２項又は第13条

第３項の規定に基づく変

更後の建築物エネルギー

消費性能確保計画の建築

物エネルギー消費性能適

合性判定 

建築物エネルギー消費性

能確保計画の変更建築物

エネルギー消費性能適合

性判定手数料 

(1) 判定の対象となる建

築物の用途が工場等で

ある場合 ア又はイに

定める額 

ア 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、 

         

         

    標準入力

法・主要室入力法に

よる場合 当該建築

物の床面積の合計が

         

         

         

   2,000平方メ

ートル未満のときは

18,000円、2,000平方

メートル以上5,000

平方メートル未満の

ときは42,000円、

5,000平方メートル以
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上10,000平方メート

ル 未 満 の と き は 

63,000円、10,000平方

メートル以上25,000

平方メートル未満の

ときは77,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは96,000

円 

イ 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

デル建物法による場

合 当該建築物の床

面積の合計が1,000

平方メートル未満の

ときは11,000円、

1,000平方メートル以

上2,000平方メート 

ル 未 満 の と き は 

16,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは40,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メートル

上10,000平方メート

ル 未 満 の と き は 

63,000円、10,000平方

メートル以上25,000

平方メートル未満の

ときは77,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは96,000

円 

イ 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

デル建物法による場

合 当該建築物の床

面積の合計が   

         

         

         

 2,000平方メート

ル 未 満 の と き は

16,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは40,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メートル
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未満のときは60,000

円、10,000平方メート

ル以上25,000平方メ

ートル未満のときは 

74,000円、25,000平方

メートル以上のとき

は92,000円 

(2) 判定の対象となる建

築物の用途が工場等以

外である場合 ア又は

イに定める額 

ア 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、省

令第１条第１項第１

号ただし書に定める

方法又は標準入力

法・主要室入力法に

よる場合 当該建築

物の床面積の合計が

1,000平方メートル

未 満 の と き は

119,000円、1,000平方

メートル以上2,000平

方メートル未満のと

きは 153,000円、 

未満のときは60,000

円、10,000平方メート

ル以上25,000平方メ

ートル未満のときは 

74,000円、25,000平方

メートル以上のとき

は92,000円 

(2) 判定の対象となる建

築物の用途が工場等以

外である場合 ア又は

イに定める額 

ア 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、 

         

         

    標準入力

法・主要室入力法に

よる場合 当該建築

物の床面積の合計が

         

         

         

     2,000平

方メートル未満のと

きは 153,000円、
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2,000平方メートル以

上5,000平方メートル

未満のときは218,000

円、5,000平方メート

ル以上10,000平方メ

ートル未満のときは 

269,000円、10,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

25,000平方メートル

未満のときは318,000

円、25,000平方メート

ル 以 上 の と き は 

363,000円 

イ 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

デル建物法による場

合 当該建築物の床

面積の合計が1,000

平方メートル未満の

ときは46,000円、

1,000平方メートル以

上2,000平方メート 

ル 未 満 の と き は 

61,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

2,000平方メートル以

上5,000平方メートル

未満のときは218,000

円、5,000平方メート

ル以上10,000平方メ

ートル未満のときは 

269,000円、10,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

25,000平方メートル

未満のときは318,000

円、25,000平方メート

ル 以 上 の と き は 

363,000円 

イ 判定に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

デル建物法による場

合 当該建築物の床

面積の合計が   

         

         

         

 2,000平方メート

ル 未 満 の と き は

61,000円、2,000平方

メートル以上5,000平
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方メートル未満のと

きは98,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メートル

未満のときは128,000

円、10,000平方メート

ル以上25,000平方メ

ートル未満のときは 

154,000円、25,000平

方メートル以上のと

きは181,000円 

17 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

施行規則（平成28年国土交

通省令第５号）第11条の規

定に基づく同省令第３条

（同省令第７条第２項に

おいて読み替えて準用す

る場合を含む。）の軽微な

変更に該当していること

を証する書面の交付の申

請に対する審査 

建築物エネルギー消費性

能確保計画の軽微な変更

に関する証明書の交付申

請手数料 

(1) 証明の対象となる建

築物の用途が工場等で

ある場合 ア又はイに

定める額 

ア 証明に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、省

令第１条第１項第１

号ただし書に定める

方法又は標準入力

法・主要室入力法に

よる場合 当該建築

物の床面積の合計が

1,000平方メートル

未満のときは13,000

方メートル未満のと

きは98,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メートル

未満のときは128,000

円、10,000平方メート

ル以上25,000平方メ

ートル未満のときは 

154,000円、25,000平

方メートル以上のと

きは181,000円 

17 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

施行規則（平成28年国土交

通省令第５号）第11条の規

定に基づく同省令第３条

（同省令第７条第２項に

おいて読み替えて準用す

る場合を含む。）の軽微な

変更に該当していること

を証する書面の交付の申

請に対する審査 

建築物エネルギー消費性

能確保計画の軽微な変更

に関する証明書の交付申

請手数料 

(1) 証明の対象となる建

築物の用途が工場等で

ある場合 ア又はイに

定める額 

ア 証明に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、 

         

         

    標準入力

法・主要室入力法に

よる場合 当該建築

物の床面積の合計が
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円、1,000平方メート

ル以上2,000平方メ

ートル未満のときは

18,000円、2,000平方

メートル以上5,000

平方メートル未満の

ときは42,000円、

5,000平方メートル以

上10,000平方メート

ル 未 満 の と き は 

63,000円、10,000平方

メートル以上25,000

平方メートル未満の

ときは77,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは96,000

円 

イ 証明に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

デル建物法による場

合 当該建築物の床

面積の合計が1,000

平方メートル未満の

ときは11,000円、

1,000平方メートル以

         

   2,000平方メ

ートル未満のときは

18,000円、2,000平方

メートル以上5,000

平方メートル未満の

ときは42,000円、

5,000平方メートル以

上10,000平方メート

ル 未 満 の と き は 

63,000円、10,000平方

メートル以上25,000

平方メートル未満の

ときは77,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは96,000

円 

イ 証明に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

デル建物法による場

合 当該建築物の床

面積の合計が   
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上2,000平方メート 

ル 未 満 の と き は 

16,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは40,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メートル

未満のときは60,000

円、10,000平方メート

ル以上25,000平方メ

ートル未満のときは 

74,000円、25,000平方

メートル以上のとき

は92,000円 

(2) 証明の対象となる建

築物の用途が工場等以

外である場合 ア又は

イに定める額 

ア 証明に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、省

令第１条第１項第１

号ただし書に定める

方法又は標準入力

法・主要室入力法に

 2,000平方メート

ル 未 満 の と き は

16,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは40,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メートル

未満のときは60,000

円、10,000平方メート

ル以上25,000平方メ

ートル未満のときは 

74,000円、25,000平方

メートル以上のとき

は92,000円 

(2) 証明の対象となる建

築物の用途が工場等以

外である場合 ア又は

イに定める額 

ア 証明に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、 

         

         

    標準入力

法・主要室入力法に
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よる場合 当該建築

物の床面積の合計が

1,000平方メートル

未 満 の と き は

119,000円、1,000平方

メートル以上2,000平

方メートル未満のと

きは 153,000円、 

2,000平方メートル以

上5,000平方メートル

未満のときは218,000

円、5,000平方メート

ル以上10,000平方メ

ートル未満のときは 

269,000円、10,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

25,000平方メートル

未満のときは318,000

円、25,000平方メート

ル 以 上 の と き は 

363,000円 

イ 証明に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

デル建物法による場

合 当該建築物の床

よる場合 当該建築

物の床面積の合計が

         

         

         

     2,000平

方メートル未満のと

きは 153,000円、

2,000平方メートル以

上5,000平方メートル

未満のときは218,000

円、5,000平方メート

ル以上10,000平方メ

ートル未満のときは 

269,000円、10,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

25,000平方メートル

未満のときは318,000

円、25,000平方メート

ル 以 上 の と き は 

363,000円 

イ 証明に係る建築物

について、建築物エ

ネルギー消費性能基

準に適合しているか

どうかの基準が、モ

デル建物法による場

合 当該建築物の床
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面積の合計が1,000

平方メートル未満の

ときは46,000円、

1,000平方メートル以

上2,000平方メート 

ル 未 満 の と き は 

61,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは98,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メートル

未満のときは128,000

円、10,000平方メート

ル以上25,000平方メ

ートル未満のときは 

154,000円、25,000平

方メートル以上のと

きは181,000円 

18 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第34条第１項の規定に基

づく建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定の

申請に対する審査 

建築物エネルギー消費性

能向上計画認定申請手数

料 

(1) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第34条第３項各

号に掲げる事項の記載

がない建築物エネルギ

ー消費性能向上計画で

あって、同法第35条第１

項第１号に掲げる基準

（以下この項及び次項

面積の合計が   

         

         

         

 2,000平方メート

ル 未 満 の と き は

61,000円、2,000平方

メートル以上5,000平

方メートル未満のと

きは98,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メートル

未満のときは128,000

円、10,000平方メート

ル以上25,000平方メ

ートル未満のときは 

154,000円、25,000平

方メートル以上のと

きは181,000円 

18 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第34条第１項の規定に基

づく建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定の

申請に対する審査 

建築物エネルギー消費性

能向上計画認定申請手数

料 

(1) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第34条第３項各

号に掲げる事項の記載

がない建築物エネルギ

ー消費性能向上計画で

あって、同法第35条第１

項第１号に掲げる基準
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において「誘導基準」と

いう。）に適合している

ことを証する書面（認定

の対象が住宅以外の部

分を有する場合にあっ

ては登録住宅性能評価

機関（建築基準法第77

条の21第１項に規定す

る指定確認検査機関の

業務を実施しているも

のに限る。）又は登録建

築物エネルギー消費性

能判定機関が交付した

ものに限り、認定の対象

が住宅の部分を有する

場合にあっては登録建

築物エネルギー消費性

能判定機関（同項に規定

する指定確認検査機関

の業務を実施している

ものに限る。）又は登録

住宅性能評価機関が交

付したものに限る。以下

この項及び次項におい

て「適合証」という。）

がある場合（建築基準関

係規定適合審査を受け

るよう申し出る場合を

          

   に適合している

ことを証する書面（認定

の対象が住宅以外の部

分を有する場合にあっ

ては登録住宅性能評価

機関（建築基準法第77

条の21第１項に規定す

る指定確認検査機関の

業務を実施しているも

のに限る。）又は登録建

築物エネルギー消費性

能判定機関が交付した

ものに限り、認定の対象

が住宅の部分を有する

場合にあっては登録建

築物エネルギー消費性

能判定機関（同項に規定

する指定確認検査機関

の業務を実施している

ものに限る。）又は登録

住宅性能評価機関が交

付したものに限る。以下

この項及び次項におい

て「適合証」という。）

がある場合（建築基準関

係規定適合審査を受け

るよう申し出る場合を
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除く。）にあっては、次

のアからエまでに掲げ

る区分に応じ、当該アか

らエまでに定める額 

ア 認定の対象が住宅

の単位住戸    

         

         

         

   である場合 

１件につき(ｱ)又は

(ｲ)に規定する額 

(ｱ)・(ｲ) （略） 

イ （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 申請に係る建

築物の床面積の合計

が300平方メートル

未満のときは１件に

つき8,000円、300平

方 メ ー ト ル 以 上

1,000平方メートル未

満のときは14,000円、

1000平方メートル以

上2,000平方メートル

未満のときは１件に

つき22,000円、2,000

除く。）にあっては、次

のアからエまでに掲げ

る区分に応じ、当該アか

らエまでに定める額 

ア 認定の対象が住宅

の単位住戸（住宅部

分の一の住戸をい

う。以下この項から 

20の項までにおいて

同じ。）である場合 

１件につき(ｱ)又は

(ｲ)に規定する額 

(ｱ)・(ｲ) （略） 

イ （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 申請に係る建

築物の床面積の合計

が300平方メートル

未満のときは１件に

つき8,000円、300平

方 メ ー ト ル 以 上

         

         

         

 2,000平方メートル

未満のときは１件に

つき22,000円、2,000
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平方メートル以上 

5,000平方メートル未

満のときは１件につ

き67,000円、5,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

10,000平方メートル

未満のときは１件に

つき 106,000円、 

10,000平方メートル

以上25,000平方メー

トル未満のときは１

件につき133,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは１件に

つき167,000円 

エ （略） 

(2) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第34条第３項各

号に掲げる事項の記載

がない建築物エネルギ

ー消費性能向上計画で

あって、適合証がない場

合（建築基準関係規定適

合審査を受けるよう申

し出る場合を除く。）に

あっては、次のアからエ

までに掲げる区分に応

平方メートル以上 

5,000平方メートル未

満のときは１件につ

き67,000円、5,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

10,000平方メートル

未満のときは１件に

つき 106,000円、 

10,000平方メートル

以上25,000平方メー

トル未満のときは１

件につき133,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは１件に

つき167,000円 

エ （略） 

(2) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第34条第３項各

号に掲げる事項の記載

がない建築物エネルギ

ー消費性能向上計画で

あって、適合証がない場

合（建築基準関係規定適

合審査を受けるよう申

し出る場合を除く。）に

あっては、次のアからエ

までに掲げる区分に応
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じ、当該アからエまでに

定める額 

ア・イ （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 １件につき

(ｱ)又は(ｲ)に規定す

る額 

(ｱ) 申請に係る建築

物について、誘導

基準       

          

          

          

          

          

          

          

          

       に

適合しているかど

うかの基準が、省令

第10条第１号ただ

し書に定める方法

又は同号イ(1)及び

ロ（1)に定める基準

（        

次項において「標準

じ、当該アからエまでに

定める額 

ア・イ （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 １件につき

(ｱ)又は(ｲ)に規定す

る額 

(ｱ) 申請に係る建築

物について、建築

物のエネルギー消

費性能の向上に関

する法律第35条第

１項第１号に規定

する経済産業省

令・国土交通省令

で定める基準（以

下この項及び次項

において「誘導基

準」という。）に

適合しているかど

うかの基準が、省令

第10条第１号イ

(1)       

      及び

ロ（1)に定める基準

（以下この項及び

次項において「標準
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入力法・主要室入力

法」という。）によ

る場合にあっては、

当該建築物の床面

積の合計が300平方

メートル未満のと

きは189,000円、 

300平方メートル以

上1,000平方メート

ル未満のときは 

237,000円、1,000

平方メートル以上

2,000平方メートル

未 満 の と き は 

306,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

437,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

538,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

636,000円、25,000

平 方 メ ー ト

入力法・主要室入力

法」という。）によ

る場合にあっては、

当該建築物の床面

積の合計が300平方

メートル未満のと

きは189,000円、 

300平方メートル以

上       

        

        

        

2,000平方メートル

未 満 の と き は 

306,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

437,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

538,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

636,000円、25,000

平 方 メ ー ト
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ル以上のときは 

726,000円 

(ｲ) 申請に係る建築

物について、誘導

基準に適合してい

るかどうかの基準

が、省令第10条第

１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準

（       

次項において「モ

デル建物法」とい

う。）による場合

にあっては、当該

建築物の床面積の

合計が300平方メ

ートル未満のとき

は72,000円、300平

方メートル以上

1,000平方メートル

未 満 の と き は 

92,000円、1,000平

方メートル以上 

2,000平方メートル

未 満 の と き は

121,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

ル以上のときは 

726,000円 

(ｲ) 申請に係る建築

物について、誘導

基準に適合してい

るかどうかの基準

が、省令第10条第

１号イ(2)及びロ

(2)に定める基準

（以下この項及び

次項において「モ

デル建物法」とい

う。）による場合

にあっては、当該

建築物の床面積の

合計が300平方メ

ートル未満のとき

は72,000円、300平

方メートル以上

        

        

        

        

2,000平方メートル

未 満 の と き は 

121,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル
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未 満 の と き は

196,000円、5,000

平方メートル以上

10,000平方メート

ル未満のときは

257,000円、10,000

平方メートル以上

25,000平方メート

ル未満のときは

308,000円、25,000

平方メートル以上

のときは362,000円 

エ （略） 

(3)・(4) （略） 

19 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第36条第１項の規定に基

づく建築物エネルギー消

費性能向上計画の変更の

認定の申請に対する審査 

建築物エネルギー消費性

能向上計画変更認定申請

手数料 

(1) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第34条第３項各

号に掲げる事項の記載

がない建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に

係る変更であって、適合

証がある場合（建築基準

関係規定適合審査を受

けるよう申し出る場合

及び同項各号に掲げる

事項の記載の追加を伴

う場合を除く。）にあっ

ては、次のアからエまで

未 満 の と き は 

196,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

257,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

308,000円、25,000

平方メートル以上

のときは362,000円 

エ （略） 

(3)・(4) （略） 

19 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第36条第１項の規定に基

づく建築物エネルギー消

費性能向上計画の変更の

認定の申請に対する審査 

建築物エネルギー消費性

能向上計画変更認定申請

手数料 

(1) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第34条第３項各

号に掲げる事項の記載

がない建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に

係る変更であって、適合

証がある場合（建築基準

関係規定適合審査を受

けるよう申し出る場合

及び同項各号に掲げる

事項の記載の追加を伴

う場合を除く。）にあっ

ては、次のアからエまで
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に掲げる区分に応じ、当

該アからエまでに定め

る額 

ア・イ （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 申請に係る建

築物の床面積の合計

が300平方メートル

未満のときは１件に

つき4,000円、300平

方 メ ー ト ル 以 上

1,000平方メートル未

満のときは7,000円、

1,000平方メートル以

上2,000平方メートル

未満のときは１件に

つき11,000円、2,000

平方メートル以上 

5,000平方メートル未

満のときは１件につ

き33,000円、5,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

10,000平方メートル

未満のときは１件に

つ き 53 , 0 0 0円 、 

10,000平方メートル

以上25,000平方メー

に掲げる区分に応じ、当

該アからエまでに定め

る額 

ア・イ （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 申請に係る建

築物の床面積の合計

が300平方メートル

未満のときは１件に

つき4,000円、300平

方 メ ー ト ル 以 上

         

         

         

 2,000平方メートル

未満のときは１件に

つき11,000円、2,000

平方メートル以上 

5,000平方メートル未

満のときは１件につ

き33,000円、5,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

10,000平方メートル

未満のときは１件に

つ き 53 , 0 0 0円 、 

10,000平方メートル

以上25,000平方メー
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トル未満のときは１

件につき67,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは１件に

つき83,000円 

エ （略） 

(2) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第34条第３項各

号に掲げる事項の記載

がない建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に

係る変更であって、適合

証がない場合（建築基準

関係規定適合審査を受

けるよう申し出る場合

及び同項各号に掲げる

事項の記載の追加を伴

う場合を除く。）にあっ

ては、次のアからエまで

に掲げる区分に応じ、当

該アからエまでに定め

る額 

ア・イ （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 １件につき

(ｱ)又は(ｲ)に規定す

トル未満のときは１

件につき67,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは１件に

つき83,000円 

エ （略） 

(2) 建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第34条第３項各

号に掲げる事項の記載

がない建築物エネルギ

ー消費性能向上計画に

係る変更であって、適合

証がない場合（建築基準

関係規定適合審査を受

けるよう申し出る場合

及び同項各号に掲げる

事項の記載の追加を伴

う場合を除く。）にあっ

ては、次のアからエまで

に掲げる区分に応じ、当

該アからエまでに定め

る額 

ア・イ （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 １件につき

(ｱ)又は(ｲ)に規定す
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る額 

(ｱ) 申請に係る建築

物について、誘導

基準に適合してい

るかどうかの基準

が、省令第10条第

１号ただし書に定

める方法又は標準

入力法・主要室入

力法による場合に

あっては、当該建

築 物 の

床面積の合計が

300平方メートル未

満のときは95,000

円、300平方メート

ル以上1,000平方メ

ートル未満のとき

は 11 9 , 0 0 0円 、 

1,000平方メートル

以上2,000平方メー

トル未満のときは 

153,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

218,000円、5,000

平方メートル以上 

る額 

(ｱ) 申請に係る建築

物について、誘導

基準に適合してい

るかどうかの基準

が、      

        

      標準

入力法・主要室入

力法による場合に

あっては、当該建

築 物 の

床面積の合計が

300平方メートル未

満のときは95,000

円、300平方メート

ル以上     

        

        

        

  2,000平方メー

トル未満のときは 

153,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

218,000円、5,000

平方メートル以上 
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10,000平方メート

ル未満のときは 

269,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

318,000円、25,000

平方メートル以上

のときは363,000円 

(ｲ) 申請に係る建築

物について、誘導

基準に適合してい

るかどうかの基準

が、モデル建物法

による場合にあっ

ては、当該建築物

の床面積の合計が

300平方メートル

未 満 の と き は

36,000円、300平方

メートル以上1,000

平方メートル未満

のときは46,000円、

1,000平方メートル

以上2,000平方メー

トル未満のときは 

61,000円、2,000平

方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

269,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

318,000円、25,000

平方メートル以上

のときは363,000円 

(ｲ) 申請に係る建築

物について、誘導

基準に適合してい

るかどうかの基準

が、モデル建物法

による場合にあっ

ては、当該建築物

の床面積の合計が

300平方メートル

未 満 の と き は

36,000円、300平方

メートル以上  

        

        

        

  2,000平方メー

トル未満のときは 

61,000円、2,000平

方メートル以上 
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5,000平方メートル

未 満 の と き は 

98,000円、5,000平

方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

128,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

154,000円、25,000

平方メートル以上

のときは181,000円 

エ （略） 

(3)―(5) （略） 

20 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第41条第１項の規定に基

づく建築物のエネルギー

消費性能に係る認定の申

請に対する審査 

建築物エネルギー消費性

能認定申請手数料 

(1) 建築物エネルギー消

費性能基準に適合して

いることを証する書面

（認定の対象が住宅以

外の部分を有する場合

にあっては登録住宅性

能評価機関（建築基準法

第77条の21第１項に規

定する指定確認検査機

関の業務を実施してい

るものに限る。）又は登

録建築物エネルギー消

費性能判定機関が交付

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

98,000円、5,000平

方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

128,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

154,000円、25,000

平方メートル以上

のときは181,000円 

エ （略） 

(3)―(5) （略） 

20 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第41条第１項の規定に基

づく建築物のエネルギー

消費性能に係る認定の申

請に対する審査 

建築物エネルギー消費性

能認定申請手数料 

(1) 建築物エネルギー消

費性能基準に適合して

いることを証する書面

（認定の対象が住宅以

外の部分を有する場合

にあっては登録住宅性

能評価機関（建築基準法

第77条の21第１項に規

定する指定確認検査機

関の業務を実施してい

るものに限る。）又は登

録建築物エネルギー消

費性能判定機関が交付
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したものに限り、認定の

対象が住宅の部分を有

する場合にあっては登

録建築物エネルギー消

費性能判定機関（同項に

規定する指定確認検査

機関の業務を実施して

いるものに限る。）又は

登録住宅性能評価機関

が交付したものに限る。

以下この項において「適

合証」という。）がある

場合にあっては、次のア

からエまでに掲げる区

分に応じ、当該アからエ

までに定める額 

ア・イ （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 申請に係る建

築物の床面積の合計

が300平方メートル

未満のときは１件に

つき8,000円、300平

方 メ ー ト ル 以 上

1,000平方メートル未

満のときは14,000円、

1,000平方メートル以

したものに限り、認定の

対象が住宅の部分を有

する場合にあっては登

録建築物エネルギー消

費性能判定機関（同項に

規定する指定確認検査

機関の業務を実施して

いるものに限る。）又は

登録住宅性能評価機関

が交付したものに限る。

以下この項において「適

合証」という。）がある

場合にあっては、次のア

からエまでに掲げる区

分に応じ、当該アからエ

までに定める額 

ア・イ （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 申請に係る建

築物の床面積の合計

が300平方メートル

未満のときは１件に

つき8,000円、300平

方 メ ー ト ル 以 上
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上2,000平方メートル

未満のときは１件に

つき22,000円、2,000

平方メートル以上 

5,000平方メートル未

満のときは１件につ

き67,000円、5,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

10,000平方メートル

未満のときは１件に

つき 106,000円、 

10,000平方メートル

以上25,000平方メー

トル未満のときは１

件につき133,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは１件に

つき167,000円 

エ （略） 

(2) 適合証がない場合に

あっては、次のアからエ

までに掲げる区分に応

じ、当該アからエまでに

定める額 

ア 認定の対象が１の

単位住戸を有する住

宅である場合 １件

につき(ｱ)、(ｲ)又は

 2,000平方メートル

未満のときは１件に

つき22,000円、2,000

平方メートル以上 

5,000平方メートル未

満のときは１件につ

き67,000円、5,000平

方 メ ー ト ル 以 上 

10,000平方メートル

未満のときは１件に

つき 106,000円、 

10,000平方メートル

以上25,000平方メー

トル未満のときは１

件につき133,000円、 

25,000平方メートル

以上のときは１件に

つき167,000円 

エ （略） 

(2) 適合証がない場合に

あっては、次のアからエ

までに掲げる区分に応

じ、当該アからエまでに

定める額 

ア 認定の対象が１の

単位住戸を有する住

宅である場合 １件

につき(ｱ)、(ｲ)又は
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(ｳ)に規定する額 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 申請に係る住宅

について、建築物

エネルギー消費性

能基準に適合して

いるかどうかの基

準が、省令第１条

第１項第２号イ

(2)(ⅰ)及びロ(2)

に定める基準  

        

        

        

による場合にあっ

ては、200平方メー

トル未満のときは

15,000円、200平方

メートル以上のと

きは16,000円 

(ｳ) （略） 

イ 認定の対象が2以上

の単位住戸を有する

住宅である場合 １

件につき(ｱ)、(ｲ)又

は(ｳ)に規定する額 

(ｱ) 申請に係る住宅

について、建築物エ

(ｳ)に規定する額 

(ｱ) （略） 

(ｲ) 申請に係る住宅

について、建築物

エネルギー消費性

能基準に適合して

いるかどうかの基

準が、省令第１条

第１項第２号イ

(2)  及びロ(2)

に定める基準（以

下この項において

「モデル住宅性能

基準」という。）

による場合にあっ

ては、200平方メー

トル未満のときは

15,000円、200平方

メートル以上のと

きは16,000円 

(ｳ) （略） 

イ 認定の対象が2以上

の単位住戸を有する

住宅である場合 １

件につき(ｱ)、(ｲ)又

は(ｳ)に規定する額 

(ｱ) 申請に係る住宅

について、建築物エ
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ネルギー消費性能

基準に適合してい

るかどうかの基準

が、性能基準による

場合にあっては、当

該住宅の床面積の

合計（設計一次エネ

ルギー消費量を省

令第４条第３項第

２号の数値とした

住宅にあっては、住

宅のうち共用部分

を除いた単位住戸

の総数の床面積の

合計）が300平方メ

ートル未満のとき

は57,000円、300平

方メートル以上 

2,000平方メートル

未 満 の と き は 

96,000円、2,000平

方メートル以上 

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

163,000円、5,000

平方メートル以上

のときは234,000円 

  (ｲ) 申請に係る住宅

ネルギー消費性能

基準に適合してい

るかどうかの基準

が、性能基準による

場合にあっては、当

該住宅の床面積の

合計      

        

        

        

        

        

        

        

   が300平方メ

ートル未満のとき

は57,000円、300平

方メートル以上 

2,000平方メートル

未 満 の と き は 

96,000円、2,000平

方メートル以上 

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

163,000円、5,000

平方メートル以上

のときは234,000円 

  (ｲ) 申請に係る住宅
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について、建築物エ

ネルギー消費性能

基準に適合してい

るかどうかの基準

が、省令第１条第１

項第２号イ(2)(ⅱ)

及びロ(2)に定める

基準による場合に

あっては、当該住宅

の床面積の合計（設

計一次エネルギー

消費量を省令第４

条第３項第２号の

数値とした住宅に

あっては、住宅のう

ち共用部分を除い

た単位住戸の総数

の床面積の合計）が

300平方メートル未

満のときは27,000

円、300平方メート

ル以上2,000平方メ

ートル未満のとき

は47,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

86,000円、5,000平

について、建築物エ

ネルギー消費性能

基準に適合してい

るかどうかの基準

が、モデル住宅性能

基準      

        

  による場合に

あっては、当該住宅

の床面積の合計（設

計一次エネルギー

消費量を省令第４

条第３項第２号の

数値とした住宅に

あっては、住宅のう

ち共用部分を除い

た単位住戸の総数

の床面積の合計）が

300平方メートル未

満のときは27,000

円、300平方メート

ル以上2,000平方メ

ートル未満のとき

は47,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

86,000円、5,000平
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方メートル以上の

ときは130,000円 

  (ｳ) （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 １件につき

(ｱ)又は(ｲ)に規定す

る額 

(ｱ) 申請に係る建築

物について、建築

物エネルギー消費

性能基準に適合し

ているかどうかの

基準が、省令第１

条第１項第１号た

だし書に定める方

法又は標準入力

法・主要室入力法

による場合にあっ

ては、当該建築物

の床面積の合計が 

300平方メートル未

満のときは189,000

円、300平方メート

ル以上1,000平方メ

ートル未満のとき

は 23 7 , 0 0 0円 、 

1,000平方メートル

方メートル以上の

ときは130,000円 

  (ｳ) （略） 

ウ 認定の対象が住宅

以外の建築物である

場合 １件につき

(ｱ)又は(ｲ)に規定す

る額 

(ｱ) 申請に係る建築

物について、建築

物エネルギー消費

性能基準に適合し

ているかどうかの

基準が、省令第１

条第１項第１号イ

に定める基準   

          

          

による場合にあっ

ては、当該建築物 

の床面積の合計が 

300平方メートル未

満のときは189,000

円、300平方メート

ル以上     
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以上2,000平方メー

トル未満のときは 

306,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

437,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

538,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

636,000円、25,000

平方メートル以上

のときは726,000円 

(ｲ) 申請に係る建築

物について、建築

物エネルギー消費

性能基準に適合し

ているかどうかの

基準が、モデル建

物法       

      によ

る場合にあっては、

当 該 建 築 物 の

床面積の合計が 

  2,000平方メー

トル未満のときは 

306,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

437,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

538,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

636,000円、25,000

平方メートル以上

のときは726,000円 

(ｲ) 申請に係る建築

物について、建築

物エネルギー消費

性能基準に適合し

ているかどうかの

基準が、省令第１

条第１項第１号ロ

に定める基準によ

る場合にあって

は、当該建築物の

床面積の合計が
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300平方メートル未

満のときは72,000

円、300平方メート

ル以上1,000平方メ

ートル未満のとき

は92,000円、1,000

平方メートル以上

2,000平方メートル

未 満 の と き は 

121,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

196,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

257,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

308,000円、25,000

平方メートル以上

のときは362,000円 

エ （略） 

備考 （略） 
 

300平方メートル未

満のときは72,000

円、300平方メート

ル以上     

        

        

        

2,000平方メートル

未 満 の と き は 

121,000円、2,000

平方メートル以上

5,000平方メートル

未 満 の と き は 

196,000円、5,000

平方メートル以上 

10,000平方メート

ル未満のときは 

257,000円、10,000

平方メートル以上 

25,000平方メート

ル未満のときは 

308,000円、25,000

平方メートル以上

のときは362,000円 

エ （略） 

備考 （略） 
 

別表第２ （以下略） 別表第２ （以下略） 
 


